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令 和 ７ 年 度 定 期 監 査 結 果 報 告 書   

 

１  監 査 の 基 準  

  監 査 委 員 は 、 伊 勢 崎 市 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 １ ２ 日 監 査 委 員 訓 令 甲 第 １

号 ） に 準 拠 し 実 施 し た 。  

 

２  監 査 の 種 類  

  財 務 監 査 及 び 行 政 監 査（ 地 方 自 治 法 第 １ ９ ９ 条 第 １ 項 、第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 ）  

 

３  監 査 の 日 程 及 び 対 象  

 令 和 ８ 年 １ 月 １ ６ 日 （ 金 ）  

○ 総 務 部  

   秘 書 課 ・ 総 務 課 ・ 行 政 課 ・ 管 財 課 ・ 職 員 課 ・ 安 心 安 全 課  

○ 会 計 課  

○ 議 会 事 務 局  

庶 務 課 ・ 議 事 調 査 課  

○ 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局  

   選 挙 課  

  ○ 公 平 委 員 会  

 令 和 ８ 年 １ 月 １ ９ 日 （ 月 ）  

○ 福 祉 こ ど も 部  

 第 四 保 育 所  

〇 農 業 委 員 会  

 農 業 委 員 会 事 務 局  

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ０ 日 （ 火 ）  

○ 財 政 部  

 財 政 課 ・ 契 約 検 査 課 ・ 市 民 税 課 ・ 資 産 税 課 ・ 収 納 課  

○ 福 祉 こ ど も 部  
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社 会 福 祉 課 ・ 子 育 て 支 援 課 ・ こ ど も 家 庭 セ ン タ ー ・ こ ど も 保 育 課 ・  

障 害 福 祉 課  

○ 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会  

令 和 ８ 年 ２ 月 ４ 日 (水 )  

○ 都 市 計 画 部  

   都 市 計 画 課 ・ 交 通 政 策 課 ・ 建 築 指 導 課 ・ 公 園 緑 地 課 ・ 区 画 整 理 課  

 令 和 ８ 年 ２ 月 ５ 日 (木 )  

○ 健 康 推 進 部  

 国 民 健 康 保 険 課 ・ 年 金 医 療 課 ・ 健 康 づ く り 課 ・ 保 健 セ ン タ ー ・  

ス ポ ー ツ 振 興 課 ・ 華 蔵 寺 公 園 運 動 施 設 管 理 事 務 所  

令 和 ８ 年 ３ 月 １ ７ 日 （ 火 ）  

○ 産 業 経 済 部  

 商 工 労 働 課 ・ 消 費 生 活 セ ン タ ー ・ 企 業 誘 致 課 ・ 文 化 観 光 課  

 令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 （ 水 ）  

○ 企 画 部  

 企 画 調 整 課 ・ 事 務 管 理 課 ・ 総 合 窓 口 （ 視 察 ） ・ 情 報 政 策 課 ・ 広 報 課  

  ○ 長 寿 社 会 部  

   高 齢 政 策 課 ・ 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー ・ 介 護 保 険 課 ・ 指 導 監 査 課  

 

４  監 査 の 着 眼 点  

令 和 ７ 年 度 に お け る 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事 業 の 管 理 及

び 事 務 の 執 行 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 で 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ

う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て い る か 。 ま た 、 各 所 管 に お け る

財 産 、 現 金 、 備 品 及 び 薬 品 等 の 管 理 が 万 全 で あ る か 。  

施 設 は 安 全 性 を 考 慮 し て 管 理 運 営 さ れ て い る か 。 ま た 、 災 害 対 策 、 防 犯 対  

策 及 び 現 金 、 個 人 情 報 等 の 管 理 は 万 全 で あ る か 。  
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５  監 査 の 実 施 内 容  

 （ １ ） 予 備 監 査  

   本 監 査 に 先 立 ち 監 査 委 員 事 務 局 職 員 に よ り 、 下 記 事 項 を 重 点 に 関 係 書 類

を 試 査 又 は 精 査 を し て 予 備 監 査 を 実 施 し た 。  

   ア  予 算 の 執 行 状 況 に つ い て  

   イ  諸 帳 簿 の 記 帳 、 整 理 、 保 管 状 況 に つ い て  

   ウ  金 銭 の 出 納 、 預 金 通 帳 の 管 理 に つ い て  

   エ  契 約 関 係 に つ い て  

   オ  物 品 及 び 薬 品 等 の 出 納 、 管 理 に つ い て  

 （ ２ ） 本 監 査  

   当 該 監 査 は 、 監 査 委 員 ３ 名 と 事 務 局 職 員 が 、 各 課 の 予 備 監 査 結 果 と 提 出

書 類 に 基 づ き 、 監 査 委 員 室 に お い て 質 疑 応 答 形 式 で 実 施 し た 。 所 管 施 設 に

つ い て は 、 抽 出 に よ り 現 地 に 立 ち 入 り 、 そ れ ぞ れ の 所 属 長 か ら 当 該 施 設 の

説 明 を 受 け る と と も に 、 施 設 の 安 全 対 策 、 防 火 管 理 者 、 公 印 の 管 理 状 況 等

の 確 認 を 実 施 し た 。  

 

６  監 査 の 結 果  

 〔 総 括 〕   

財 務 に 関 す る 事 務 を は じ め 、 行 政 事 務 の 執 行 、 施 設 の 管 理 は 概 ね 適 正 に

処 理 さ れ て い る と 認 め ら れ た 。  

予 備 監 査 の 結 果 を 含 め た 個 別 の 指 摘 事 項 に つ い て は 、 本 監 査 に お い て 、

部 長 等 に 対 し 口 頭 で 指 摘 す る と と も に 各 所 属 長 か ら 、 そ の 対 応 状 況 等 を 聴

取 し た 。  

 〔 個 別 事 項 〕  

予 備 監 査 の 結 果 を 含 め た 事 務 改 善 事 項 で 多 く 見 受 け ら れ た も の は 、 契 約

関 係 に お い て 、 随 意 契 約 の で き る 金 額 の 範 囲 を 超 え た 契 約 の １ 者 随 意 契 約

理 由 の 未 記 載 、 公 表 書 の 未 作 成 、 ま た 、 設 計 書 の 記 載 に 誤 り が あ る も の が

あ っ た 。 契 約 関 係 の 書 類 や 決 裁 の 重 要 性 を 再 認 識 す る と と も に 、 慎 重 か つ
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適 正 な 事 務 処 理 を 望 む も の で あ る 。  

各 部 局 等 に お け る 上 記 に 挙 げ た 以 外 の 主 な 事 務 改 善 事 項 は 次 の と お り で

あ る 。  

な お 、 事 務 処 理 上 改 善 又 は 留 意 す べ き 点 で 軽 微 な も の に つ い て は 、 予 備

監 査 終 了 後 、 口 頭 で 通 知 し た と こ ろ で あ る 。  

（ １ ）  総 務 部  

支 出 関 係 に お い て 、 支 出 負 担 行 為 書 の 金 額 と 契 約 金 額 が 相 違 し て い る も  

の が あ っ た 。 チ ェ ッ ク 体 制 の 充 実 と 、 慎 重 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を 望 む も の

で あ る 。  

（ ２ ）  企 画 部  

契 約 関 係 に お い て 、 起 案 書 で 契 約 し て い た が 、 契 約 の 根 拠 が 不 明 瞭 な も

の が あ っ た 。ま た 、多 く 見 受 け ら れ た 事 務 改 善 事 項 と 同 様 の も の が あ っ た 。

チ ェ ッ ク 体 制 の 充 実 と 、 慎 重 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を 望 む も の で あ る 。  

（ ３ ）  財 政 部  

事 務 関 係 に お い て 、指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 告 示 が 速 や か に お こ な わ れ て

い な い も の が あ っ た 。 チ ェ ッ ク 体 制 の 充 実 と 、 慎 重 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を

望 む も の で あ る 。  

（ ４ ）  健 康 推 進 部  

契 約 関 係 に お い て 、見 積 合 せ 調 書 の 決 定 額 と 負 担 行 為 書 の 金 額 が 不 一 致

な も の が あ っ た 。 資 産 等 の 管 理 に お い て 、 準 公 金 の 帳 簿 の 記 載 に 不 備 が あ

っ た 。 ま た 、 多 く 見 受 け ら れ た 事 務 改 善 事 項 と 同 様 の も の が あ っ た 。 チ ェ

ッ ク 体 制 の 充 実 と 、 慎 重 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を 望 む も の で あ る 。  

（ ５ ）  福 祉 こ ど も 部  

事 務 関 係 に お い て 、補 助 金 の 実 績 報 告 書 が 要 綱 で 定 め る 期 限 ま で に 提 出

さ れ て い な い も の が あ っ た 。 収 入 関 係 に お い て 、使 用 料 の 納 付 時 期 が 不 適

当 な も の が あ っ た 。ま た 、多 く 見 受 け ら れ た 事 務 改 善 事 項 と 同 様 の も の が

あ っ た 。チ ェ ッ ク 体 制 の 充 実 と 、慎 重 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を 望 む も の で あ

る 。  
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（ ６ ）  長 寿 社 会 部  

契 約 関 係 に お い て 、支 出 負 担 行 為 書 が 財 務 規 則 で 定 め る 時 期 に 起 票 さ れ

て い な い も の が あ っ た 。 ま た 、多 く 見 受 け ら れ た 事 務 改 善 事 項 と 同 様 の も

の が あ っ た 。 チ ェ ッ ク 体 制 の 充 実 と 、慎 重 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を 望 む も の

で あ る 。  

（ ７ ）  産 業 経 済 部  

支 出 関 係 に お い て 、支 出 負 担 行 為 書 の 専 決 区 分 に 誤 り が あ る も の が あ っ

た 。 ま た 、 多 く 見 受 け ら れ た 事 務 改 善 事 項 と 同 様 の も の が あ っ た 。 チ ェ ッ

ク 体 制 の 充 実 と 、 慎 重 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を 望 む も の で あ る 。  

（ ８ ）  都 市 計 画 部  

契 約 関 係 に お い て 、実 績 報 告 書 の 設 計 数 量 及 び 残 量 の 記 載 誤 り 、写 真 に

不 備 が あ る も の が あ っ た 。 ま た 、多 く 見 受 け ら れ た 事 務 改 善 事 項 と 同 様 の

も の が あ っ た 。 チ ェ ッ ク 体 制 の 充 実 と 、慎 重 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を 望 む も

の で あ る 。  

（ ９ ） 会 計 課  

    事 務 改 善 事 項 な し  

（ 10） 議 会 事 務 局    

  事 務 改 善 事 項 な し  

（ 11） 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局  

    資 産 等 の 管 理 に お い て 、 備 品 の 所 管 替 え が さ れ て い な い も の 、 備 品 シ ー

ル の 貼 付 が な い も の が あ っ た 。 慎 重 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を 望 む も の で あ る 。 

（ 12） 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会  

    支 出 関 係 に お い て 、 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 の 費 用 弁 償 と し て の 旅 費 が 支

給 さ れ て い な い も の が あ っ た 。 チ ェ ッ ク 体 制 の 充 実 と 、 慎 重 か つ 適 正 な 事

務 処 理 を 望 む も の で あ る 。  

（ 13） 農 業 委 員 会  

  資 産 等 の 管 理 に お い て 、 準 公 金 の 帳 簿 の 記 載 に 不 備 が あ っ た 。 チ ェ ッ ク

体 制 の 充 実 と 、 慎 重 か つ 適 正 な 事 務 処 理 を 望 む も の で あ る 。  
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（ 14） 公 平 委 員 会  

    事 務 改 善 事 項 な し  
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